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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９３９） 

 

 名古屋高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 所得税更正処分等取消行政上告受理申立て事件 

 国側当事者・国（昭和税務署長） 

 令和６年２月９日却下・確定 

 （控訴審・名古屋高等裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和５年１１月２４日判決、本資料

２７３号・順号１３９０４） 

 （第一審・名古屋地方裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和５年６月２２日判決、本資料２

７３号・順号１３８５９） 

 

    決    定 

 申立人        甲 

 相手方        国 

 同代表者法務大臣   小泉 龍司 

 処分行政庁      昭和税務署長 

            佐合 一信 

 

    主    文 

 本件上告受理申立てを却下する。 

 上告受理申立ての費用は申立人の負担とする。 

 

    理    由 

  申立人は、当裁判所が令和５年１１月２４日に言い渡した令和●●年（○○）第●●号所得税更

正処分等取消請求控訴事件の判決に対して上告受理の申立てをしたものであるが、上告状兼上告受

理申立書及び上告受理申立て理由書には、民事訴訟法３１８条１項所定の事由の記載がない。 

  よって、本件上告受理の申立ては不適法であるから、同法３１８条５項、３１６条１項２号によ

り、主文のとおり決定する。 
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